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(57)【要約】
【課題】手指で直接に蓋部材の外縁部を変位させなくと
も、容器部材を閉止している蓋部材を開放したり、密閉
状態を解除したりすることができる生化学容器を提供す
る。
【解決手段】容器部材１１０の一端の開口が蓋部材１２
０により開閉自在に閉止される。このような閉止状態で
開放補助部材１４０が外側から押圧されると、その応力
は方向変換機構１５０により開放方向に変換されて蓋部
材１２０に作用する。このため、容器部材１１０を閉止
している蓋部材１２０の密閉状態を解除することができ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端が開口している容器部材と、前記容器部材の開口を開閉自在に閉止する蓋部材と、
を有する生化学容器であって、
　前記容器部材の開口を閉止する位置と開放する位置とに前記蓋部材を揺動自在に支持し
ているヒンジ機構と、
　前記容器部材と前記蓋部材との一方の外側面に一端が連結されているとともに他方の外
側面に他端が対向していて弾発的に湾曲する開放補助部材と、
　前記開放補助部材に外側から作用する方向の応力を開放方向で前記蓋部材に作用する応
力に変換する方向変換機構と、
を有する生化学容器。
【請求項２】
　一端が開口している容器部材と、前記容器部材の開口を開閉自在に閉止する蓋部材と、
を有する生化学容器であって、
　前記容器部材の開口を閉止する位置と開放する位置とに前記蓋部材を揺動自在に支持し
ているヒンジ機構と、
　前記容器部材と前記蓋部材との一方の外側面に一端が連結されているとともに他方の外
側面に他端が対向していて弾発的に湾曲する開放補助部材と、
　前記開放補助部材の少なくとも一部の内側への変位を前記蓋部材の少なくとも一部の開
放方向への変位に変換する方向変換機構と、
を有する生化学容器。
【請求項３】
　前記開放補助部材は、前記蓋部材の外側面に一端が連結されているとともに閉止状態で
前記容器部材の外側面に他端が対向する形状に形成されており、
　前記方向変換機構は、前記開放補助部材の他端に対向する位置で前記容器部材の外側面
に形成されていて前記蓋部材の開放方向で内側に変位している斜面を有する請求項１また
は２に記載の生化学容器。
【請求項４】
　前記開放補助部材は、前記蓋部材の外側面に一端が連結されているとともに閉止状態で
前記容器部材の外側面に他端が対向する形状に形成されており、
　前記方向変換機構は、前記開放補助部材の他端に対向する位置で前記容器部材の外側面
に形成されている凸部と、前記開放補助部材の他端の内側に形成されていて前記蓋部材の
開放方向で内側に変位している斜面と、からなる請求項１または２に記載の生化学容器。
【請求項５】
　前記開放補助部材は、前記容器部材の外側面に一端が連結されているとともに閉止状態
の前記蓋部材の外側面に他端が対向する形状に形成されており、
　前記方向変換機構は、前記開放補助部材の他端に対向する位置で前記蓋部材の外側面に
形成されていて前記蓋部材の開放方向で外側に変位している斜面を有する請求項１または
２に記載の生化学容器。
【請求項６】
　前記開放補助部材は、前記容器部材の外側面に一端が連結されているとともに閉止状態
の前記蓋部材の外側面に他端が対向し、
　前記方向変換機構は、前記開放補助部材の他端に対向する位置で前記蓋部材の外側面に
形成されている凸部と、前記開放補助部材の他端の内側に形成されていて前記蓋部材の開
放方向で外側に変位している斜面と、からなる請求項１または２に記載の生化学容器。
【請求項７】
　前記ヒンジ機構は、前記蓋部材を開放する方向に弾発的に付勢している請求項１ないし
６の何れか一項に記載の生化学容器。
【請求項８】
　前記ヒンジ機構は、開放された前記蓋部材を前記容器部材の開口から略直角に揺動した
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位置に弾発的に保持する請求項７に記載の生化学容器。
【請求項９】
　前記容器部材は、一端が開口している容器本体と、前記容器本体の一端の外側面に装着
されている枠状部材と、を有し、
　前記ヒンジ機構は、前記枠状部材に連結されており、
　前記開放補助部材は、前記枠状部材と前記蓋部材との一方の外側面に一端が連結されて
いるとともに他方の外側面に他端が対向している請求項１ないし８の何れか一項に記載の
生化学容器。
【請求項１０】
　前記蓋部材は、前記容器本体の開口に係脱自在に係合する請求項９に記載の生化学容器
。
【請求項１１】
　請求項９または１０に記載の生化学容器の前記容器本体に装着される蓋ユニットであっ
て、
　前記蓋部材と、
　前記容器本体の一端の外側面に装着される枠状部材と、
　前記枠状部材に連結されていて前記蓋部材を揺動自在に支持しているヒンジ機構と、
　前記枠状部材と前記蓋部材との一方の外側面に一端が連結されているとともに他方の外
側面に他端が対向していて弾発的に湾曲する開放補助部材と、
　前記開放補助部材に外側から作用する方向の応力を開放方向で前記蓋部材に作用する応
力に変換する方向変換機構と、
を有する蓋ユニット。
【請求項１２】
　請求項９または１０に記載の生化学容器の前記容器本体に装着される蓋ユニットであっ
て、
　前記蓋部材と、
　前記容器本体の一端の外側面に装着される枠状部材と、
　前記枠状部材に連結されていて前記蓋部材を揺動自在に支持しているヒンジ機構と、
　前記枠状部材と前記蓋部材との一方の外側面に一端が連結されているとともに他方の外
側面に他端が対向していて弾発的に湾曲する開放補助部材と、
　前記開放補助部材の少なくとも一部の内側への変位を前記蓋部材の少なくとも一部の開
放方向への変位に変換する方向変換機構と、
を有する蓋ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生化学物質の収容に利用される生化学容器に関し、特に、容器部材の一端の
開口を蓋部材で開閉自在に閉止する構造の生化学容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生化学実験などの現場で生化学物質の収容に生化学容器が利用されている。このような
生化学容器は、例えば、上端が開口している縦長の円筒状の容器部材と、容器部材の開口
を開閉自在に閉止する円盤状の蓋部材と、からなる。
【０００３】
　通常の生化学容器は片手で把持できるサイズに形成されている。このような生化学容器
は、例えば、容器部材と蓋部材とがネジ構造で螺合する構造に形成されている。しかし、
このような生化学容器では、片手で容器部材を保持したまま蓋部材を開閉するようなこと
が困難である。
【０００４】
　このような課題を解決した生化学容器として、容器部材の上端の外縁部と蓋部材の外縁
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部とが一端でヒンジ機構により連結されている製品がある。このような生化学容器を開閉
するときには、例えば、容器部材を軸心方向が上下方向となる状態に片手で把持し、蓋部
材のヒンジ機構とは逆側の部分を親指で上下方向に変位させることになる。
【０００５】
　現在、上述のような生化学容器などに利用できる容器構造として各種の提案がある(例
えば、特許文献１～４参照)。
【特許文献１】特開２００３－２９２００４号公報
【特許文献２】特開２０００－３１３４５３号公報
【特許文献３】特開平０７－３１５４０２号公報
【特許文献４】実開平０２－１４４５５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のような生化学容器は蓋部材により容器部材の開口を確実に密閉する必要がある。
このため、片手だけで閉止状態の蓋部材を容器部材から開放することが容易ではない。し
かも、容器部材を片手で把持した状態で蓋部材の外縁部を親指により上方に変位させて開
放させると、密閉状態の解除とともに蓋部材が急激に開放されやすい。この場合、容器部
材から生化学物質が飛び出して手指が汚染され、さらに、この手指で生化学容器や生化学
物質が汚染される危険がある。
【０００７】
　また、手指が汚染されていない状態でも、片方の手で容器部材を保持して他方の手で蓋
部材を開放させたり、または、上述のように蓋部材の外縁部を親指により上方に変位させ
て開放させると、開放された容器の上方を指が通過する際に、指表面の付着物が容器内に
落下し、この落下物により容器内の生化学物質の汚染が生じる原因になることがある。
【０００８】
　例えば、特許文献１に記載の容器では、蓋部材はヒンジ機構により開放方向に付勢され
ており、ロック機構により閉止状態に保持される。このため、手指でロック機構を解除す
るだけで、蓋部材を容易に開放させることができる。
【０００９】
　しかし、生化学容器では蓋部材で容器部材を確実に密閉する必要がある。このため、上
述のようにヒンジ機構の弾発力だけで蓋部材を開放することは困難である。密閉性のある
蓋部材をヒンジ機構の弾発力で開放するためには、ヒンジ機構に強力な弾発力が必要とな
る。
【００１０】
　この場合、ヒンジ機構に専用の板バネなどが必要となって構造が複雑となる。さらに、
密閉状態が解除されると蓋部材は急激に開放されることになるため、生化学物質が飛び出
して手指や周囲が汚染される可能性が高まる。
【００１１】
　本発明は上述のような課題に鑑みてなされたものであり、手指で直接に蓋部材の外縁部
を変位させなくとも、容器部材の密閉状態を解除することができる構造の生化学容器を提
供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第一の生化学容器は、一端が開口している容器部材と、容器部材の開口を開閉
自在に閉止する蓋部材と、を有する生化学容器であって、容器部材の開口を閉止する位置
と開放する位置とに蓋部材を揺動自在に支持しているヒンジ機構と、容器部材と蓋部材と
の一方の外側面に一端が連結されているとともに他方の外側面に他端が対向していて弾発
的に湾曲する開放補助部材と、開放補助部材に外側から作用する方向の応力を開放方向で
蓋部材に作用する応力に変換する方向変換機構と、を有する。
【００１３】
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　従って、本発明の生化学容器では、容器部材の一端の開口が蓋部材により開閉自在に閉
止される。このような閉止状態で開放補助部材が外側から押圧されると、その応力は方向
変換機構により開放方向に変換されて蓋部材に作用する。このため、容器部材の密閉状態
を解除することができる。
【００１４】
　本発明の第二の生化学容器は、一端が開口している容器部材と、容器部材の開口を開閉
自在に閉止する蓋部材と、を有する生化学容器であって、容器部材の開口を閉止する位置
と開放する位置とに蓋部材を揺動自在に支持しているヒンジ機構と、容器部材と蓋部材と
の一方の外側面に一端が連結されているとともに他方の外側面に他端が対向していて弾発
的に湾曲する開放補助部材と、開放補助部材の少なくとも一部の内側への変位を蓋部材の
少なくとも一部の開放方向への変位に変換する方向変換機構と、を有する。
【００１５】
　従って、本発明の生化学容器では、容器部材の一端の開口が蓋部材により開閉自在に閉
止される。このような閉止状態で開放補助部材が外側から押圧されて変位すると、その変
位は方向変換機構により開放方向に変換されて蓋部材に作用する。このため、容器部材の
密閉状態を解除することができる。
【００１６】
　本発明の第一の蓋ユニットは、本発明の生化学容器の容器本体に装着される蓋ユニット
であって、蓋部材と、容器本体の一端の外側面に装着される枠状部材と、枠状部材に連結
されていて蓋部材を揺動自在に支持しているヒンジ機構と、枠状部材と蓋部材との一方の
外側面に一端が連結されているとともに他方の外側面に他端が対向していて弾発的に湾曲
する開放補助部材と、開放補助部材に外側から作用する方向の応力を開放方向で蓋部材に
作用する応力に変換する方向変換機構と、を有する。
【００１７】
　本発明の第二の蓋ユニットは、本発明の生化学容器の容器本体に装着される蓋ユニット
であって、蓋部材と、容器本体の一端の外側面に装着される枠状部材と、枠状部材に連結
されていて蓋部材を揺動自在に支持しているヒンジ機構と、枠状部材と蓋部材との一方の
外側面に一端が連結されているとともに他方の外側面に他端が対向していて弾発的に湾曲
する開放補助部材と、開放補助部材の少なくとも一部の内側への変位を蓋部材の少なくと
も一部の開放方向への変位に変換する方向変換機構と、を有する。
【００１８】
　なお、本発明の各種の構成要素は、必ずしも個々に独立した存在である必要はなく、複
数の構成要素が一個の部材として形成されていること、一つの構成要素が複数の部材で形
成されていること、ある構成要素が他の構成要素の一部であること、ある構成要素の一部
と他の構成要素の一部とが重複していること、等でもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の生化学容器では、容器部材の一端の開口が蓋部材により開閉自在に閉止された
状態で開放補助部材が外側から押圧されると、その応力は方向変換機構により開放方向に
変換されて蓋部材に作用する。このため、容器部材を閉止している蓋部材の密閉状態を解
除することができる。従って、容器部材を密閉している蓋部材を開放するために、手指で
直接に蓋部材の縁部を上方に変位させる必要がない。このため、容器部材に収容されてい
る生化学物質で手指が汚染されること、蓋部材の開放操作時の手指表面からの落下物で容
器部材の内部の生化学物質が汚染されること、などを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の実施の一形態を図１ないし図３を参照して以下に説明する。また、本実施の形
態では、図１等に示すように、前後左右上下の方向を規定して説明する。しかし、これは
構成要素の相対関係を簡単に説明するために便宜的に規定するものであり、本発明を実施
する製品の製造時や使用時の方向を限定するものではない。
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【００２１】
　本実施の形態の生化学容器１００は、一端が開口している容器部材１１０と、容器部材
１１０の開口を開閉自在に閉止する蓋部材１２０と、容器部材１１０の開口を閉止する位
置と開放する位置とに蓋部材１２０を揺動自在に支持しているヒンジ機構１３０と、容器
部材１１０と蓋部材１２０との一方の外側面に一端が連結されているとともに他方の外側
面に他端が対向していて弾発的に湾曲する開放補助部材１４０と、開放補助部材１４０に
外側から作用する方向の応力を開放方向で蓋部材１２０に作用する応力に変換するととも
に、開放補助部材１４０の少なくとも一部の内側への変位を蓋部材１２０の少なくとも一
部の開放方向への変位に変換する、方向変換機構１５０と、を有する。
【００２２】
　より詳細には、容器部材１１０は、一端である上端が開口している円筒形の容器本体１
１１を有する。この容器本体１１１の上端に別体の蓋ユニット１６０が装着されている。
【００２３】
　この蓋ユニット１６０は、容器本体１１１の一端の外側面に装着される円環状の枠状部
材１６１を、容器部材１１０の一部として有する。この枠状部材１６１にヒンジ機構１３
０が連結されている。
【００２４】
　そこで、前述の蓋部材１２０とともに開放補助部材１４０と方向変換機構１５０も蓋ユ
ニット１６０に搭載されている。なお、この蓋ユニット１６０は、例えば、ネジ構造(図
示せず)により容器本体１１１に装着されている。
【００２５】
　蓋部材１２０は、円盤状に形成されており、その下面には容器本体１１１の上端開口を
内側から密閉する円環部１２１が形成されている。開放補助部材１４０は、上下方向に細
長い板状に形成されている。
【００２６】
　この開放補助部材１４０は、蓋部材１２０との外側面の前部に上端が連結されており、
蓋部材１２０の閉止状態で枠状部材１６１の外側面の前部に下端が対向する。開放補助部
材１４０は、蓋部材１２０と連結されている上端部分が薄肉に形成されている。
【００２７】
　このため、開放補助部材１４０は、図１および図３に示すように、前方から押圧される
と弾発的に下端が後方に変位する。開放補助部材１４０は、下端部１４１が半円筒状に形
成されている。
【００２８】
　一方、枠状部材１６１の前面には半円筒状の凸部１６２が形成されている。そして、開
放補助部材１４０の下端部１４１は、枠状部材１６１の凸部１６２よりも、その半円筒形
状の半径以下の距離だけ上方に位置している。
【００２９】
　このため、開放補助部材１４０の下端部１４１の外周面は、後半部で枠状部材１６１の
凸部１６２の外周面と当接し、蓋部材１２０の開放方向である上方で内側である後方に変
位している斜面として機能する。
【００３０】
　一方、枠状部材１６１の凸部１６２の外周面は、上半部で開放補助部材１４０の下端部
１４１の外周面と当接し、蓋部材１２０の開放方向である上方で内側である後方に変位し
ている斜面として機能する。
【００３１】
　そして、上述のように機能する下端部１４１と凸部１６２とにより、開放補助部材１４
０に前方から作用する方向の応力を蓋部材１２０に対して上方に作用する応力に変換する
方向変換機構１５０が実現されている。
【００３２】
　本実施の形態の生化学容器１００では、図３に示すように、容器部材１１０の容器本体
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１１１を密閉する蓋部材１２０の円環部１２１の全高ａと、開放補助部材１４０が押圧さ
れたときに下端部１４１と凸部１６２とが相対変位する距離ｂとが、
　　ａ＜ｂ
の関係を満足している。
【００３３】
　また、ヒンジ機構１３０は、蓋部材１２０を開放する方向に弾発的に付勢しており、図
１(ｃ)に示すように、開放された蓋部材１２０を容器部材１１０の開口から略直角に揺動
した位置に弾発的に保持する。
【００３４】
　なお、この蓋部材１２０が略直角に保持されるとは、例えば、ピペット(図示せず)など
の容器本体１１１へのアクセスを開放状態の蓋部材１２０が阻害せず、かつ、複数の生化
学容器１００をスタンドなどに立設させて密集させても、開放状態の蓋部材１２０が隣接
する生化学容器１００の蓋部材１２０に衝突しないような状態となればよく、具体的には
、７０°～１２０°の範囲となればよい。
【００３５】
　また、上述のように蓋部材１２０を弾発的に開放方向に付勢し、所定角度で弾発的に保
持するヒンジ機構１３０は従来から公知であり、例えば、前述の特許文献１，２などに開
示されている。
【００３６】
　さらに、本実施の形態の生化学容器１００では、図２に示すように、蓋部材１２０の外
縁部の左右から下方に半円状の凸部１２２が形成されている。このため、枠状部材１６１
には、上述の凸部１２２に対応した半円状の凹部１６４が外側面の左右に形成されている
。
【００３７】
　上述のような構成において、本実施の形態の生化学容器１００は、従来の生化学容器(
図示せず)と同様に片手で保持される。ただし、図１(ａ)および図２(ａ)に示すように、
容器部材１１０に閉止されている蓋部材１２０を開放するときには、親指(図示せず)で開
放補助部材１４０を押圧する。
【００３８】
　すると、弾発的に湾曲する開放補助部材１４０の下端部１４１の下半部が容器部材１１
０の凸部１６２の上半部に圧接されることにより、図１(ｂ)および図３(ｂ)に示すように
、開放補助部材１４０の下端部１４１が容器部材１１０の凸部１６２の上方に変位するこ
とになる。
【００３９】
　これで開放補助部材１４０とともに蓋部材１２０が上方に変位する。この変位の距離ｂ
は、容器部材１１０を密閉している蓋部材１２０の円環部１２１の全高ａより大きいので
、蓋部材１２０による容器部材１１０の密閉状態が解除される。
【００４０】
　すると、蓋部材１２０はヒンジ機構１３０の弾発的な付勢により上方に開放され、図１
(ｂ)および図２(ｂ)に示すように、容器部材１１０の開口から略直角に開放された状態で
弾発的に保持される。
【００４１】
　本実施の形態の生化学容器１００では、上述のように開放補助部材１４０を手指で押圧
することにより、容器部材１１０に対する蓋部材１２０の密閉状態を解除することができ
る。
【００４２】
　従って、容器部材１１０を密閉している蓋部材１２０を開放するために、手指で直接に
蓋部材１２０の縁部を上方に変位させる必要がない。このため、容器部材１１０に収容さ
れている生化学物質(図示せず)で手指が汚染されること、蓋部材１２０の開放操作時の手
指表面からの落下物(図示せず)で容器部材１１０の内部の生化学物質が汚染されること、
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蓋部材１２０の外縁部を上方に変位させる手指が容器部材１１０の上縁部に接触して汚染
が発生すること、などを防止できる。
【００４３】
　特に、本実施の形態の生化学容器１００では、蓋部材１２０の外縁部から下方に形成さ
れている開放補助部材１４０が容器部材１１０の外側面上に位置しているので、手指が容
器部材１１０の上縁部に接触することを有効に防止できる。
【００４４】
　さらに、ヒンジ機構１３０により蓋部材１２０を開放方向に弾発的に付勢しているので
、上述のように容器部材１１０に対する密閉状態が解除された蓋部材１２０を自動的に開
放することができる。
【００４５】
　なお、もしもヒンジ機構１３０の弾発力で蓋部材１２０が完全には開放されなくとも、
容器部材１１０の外側面上に位置している開放補助部材１４０を手指で上方に変位させる
ことで蓋部材１２０を開放させることができる。
【００４６】
　例えば、従来の生化学容器(図示せず)では、蓋部材を開放させるために、容器部材を保
持した片手の手指で蓋部材の外縁部を上方に変位させると、その手指が容器部材の上縁部
に接触しやすいため、この接触により容器部材や生化学物質に汚染が発生するおそれがあ
った。
【００４７】
　しかし、本実施の形態の生化学容器１００では、上述のように開放補助部材１４０を手
指で上方に変位させることで蓋部材１２０を開放させることができるので、より有効に手
指が容器部材１１０の上縁部に接触して汚損が発生することを防止できる。
【００４８】
　しかも、ヒンジ機構１３０は、開放された蓋部材１２０を容器部材１１０の開口から略
直角に揺動した位置に弾発的に保持する。このため、ピペットなどの容器本体１１１への
アクセスを開放状態の蓋部材１２０が阻害することがなく、かつ、複数の生化学容器１０
０をスタンドなどに立設させて密集させても、開放状態の蓋部材１２０が隣接する生化学
容器１００の蓋部材１２０に衝突することもない。
【００４９】
　また、上述のように応力の方向を変換する方向変換機構１５０が、開放補助部材１４０
の下端部１４１と容器部材１１０の凸部１６２とで形成されている。このため、適切に作
用する方向変換機構１５０を簡単な構造で実現することができる。
【００５０】
　しかも、容器部材１１０の容器本体１１１を密閉する蓋部材１２０の円環部１２１の全
高ａが、開放補助部材１４０の下端部１４１と容器部材１１０の凸部１６２とに発生する
段差ｂより小さい。このため、下端部１４１と凸部１６２とからなる方向変換機構１５０
により、容器部材１１０と蓋部材１２０との密閉を確実に解除することができる。
【００５１】
　さらに、容器本体１１１と蓋ユニット１６０とが別体に形成されている。このため、生
化学物質に対する耐性などが要求される容器本体１１１と、円環部１２１による密閉性や
ヒンジ機構１３０の弾発性などが要求される蓋ユニット１６０とを、個別に最適な材料で
形成することができる。
【００５２】
　容器本体１１１に好適な材料としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ
４－メチル１－ペンテン、ポリスチレン、ナイロン、ポリエチレンテレフタレート、ポリ
ブチレンテレフタレートなどが挙げられる。また、蓋ユニット１６０に好適な材料として
は、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ポリスチレンなどが挙げられる
。
【００５３】
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　しかも、蓋部材１２０は容器本体１１１の開口に係脱自在に係合する。このため、上述
のように容器本体１１１と蓋ユニット１６０とが別体でも、容器本体１１１を蓋部材１２
０により確実に密閉することができる。
【００５４】
　なお、本発明は本実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で
各種の変形を許容する。例えば、上記形態では開放補助部材１４０が半円筒状の下端部１
４１で枠状部材１６１の半円筒状の凸部１６２と当接することを例示した。
【００５５】
　しかし、図４に例示する生化学容器３００のように、開放補助部材３１０の下端後面に
半円筒状の凸部３１１が形成されており、これが枠状部材１６１の半円筒状の凸部１６２
と当接してもよい。
【００５６】
　さらに、上記形態では蓋部材１２０に上端で連結されている開放補助部材１４０の下端
後面の半円筒状の下端部１４１の下半部と、容器部材１１０の前面の半円筒状の凸部１６
２の上半部と、が当接することで方向変換機構１５０が実現されていることを例示した。
【００５７】
　しかし、図５に例示する生化学容器２００のように、上方で後方に変位している斜面２
０１が容器部材２０２の前面に形成されており、その斜面２０１に開放補助部材２０３の
下端が対向していることで、方向変換機構２０４が実現されていてもよい。
【００５８】
　また、図６に例示する生化学容器２１０のように、上方で後方に変位している斜面２１
１が開放補助部材２１２の下端後面に形成されており、その斜面２１１に容器部材２１３
の前面の凸部２１４が対向していることで、方向変換機構２１５が実現されていてもよい
。
【００５９】
　さらに、図７に例示する生化学容器２２０のように、上方で前方に変位している斜面２
２１が蓋部材２２２の前面に形成されており、下端が容器部材２２３に連結されている開
放補助部材２２４の上端が蓋部材２２２の斜面２２１に対向していることで、方向変換機
構２２５が実現されていてもよい。
【００６０】
　また、図８に例示する生化学容器２３０のように、上方で前方に変位している斜面２３
１が、下端で容器部材２３２に連結されている開放補助部材２３３の上端に形成されてお
り、その斜面２３１に蓋部材２３４の前面の凸部２３５が対向していることで、方向変換
機構２３６が実現されていてもよい。
【００６１】
　なお、上述のような斜面２０１，２１１，２２１，２３１の角度を調節することにより
、押圧の応力および変位を下方の応力および変位に変換する割合を調整することができる
。
【００６２】
　さらに、上記形態では容器本体１１１と蓋ユニット１６０とが別体に形成されているこ
とを例示した。しかし、図９に例示する生化学容器２４０のように、容器部材２４１と蓋
部材２４２とヒンジ機構２４３とが一体に形成されていてもよい。なお、このような態様
において好適に使用できる材料としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイ
ロン、ポリスチレンなどが挙げられる。
【００６３】
　また、上記形態では蓋ユニット１６０の蓋部材１２０が容器本体１１１に密閉されるこ
とを例示した。しかし、図１０に例示する生化学容器２５０のように、容器本体２５１に
装着された蓋ユニット２５２の枠状部材２５３に蓋部材２５４が密閉されてもよい。
【００６４】
　さらに、上記形態では容器部材１１０の容器本体１１１を密閉する蓋部材１２０の円環
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部１２１の全高ａより、方向変換機構１５０による変位の距離ｂが大きいことにより、方
向変換機構１５０により蓋部材１２０が完全に開放されることを例示した。
【００６５】
　しかし、これでは蓋部材１２０により容器本体１１１を良好に密閉できない可能性があ
る。そこで、これが問題となる場合には、上述の全高ａを変位の距離ｂより大きくてもよ
い(図示せず)。
【００６６】
　この場合、方向変換機構により蓋部材１２０を完全に開放することはできないが、その
密閉状態を解除することはできる。このため、例えば、密閉状態が解除された蓋部材１２
０を手指で上方に変位させるだけで、簡単かつ安全に開放することができる。
【００６７】
　このような場合でも、容器部材１１０の外側面上に位置している開放補助部材１４０を
手指で上方に変位させることで蓋部材１２０を開放させることができるので、手指が容器
部材１１０の上縁部に接触して汚染が発生することを有効に防止できる。
【００６８】
　なお、ここで云う密閉状態の解除とは、蓋部材１２０の円環部１２１の外周面の全体が
容器本体１１１の内周面に密着している状態が解除されたことを意味している。より具体
的には、蓋部材１２０の下面が容器本体１１１の上面に当接した状態から所定距離まで離
間した状態に変化することでよい。
【００６９】
　さらに、このように方向変換機構１５０により密閉が解除された蓋部材１２０を手指で
開放する場合、例えば、図２に示すように、蓋部材１２０の左右に凸部１２２を形成して
おき、その凸部１２２を容器部材１１０を把持している片手の親指と中指などで把持して
もよい(図示せず)。
【００７０】
　この場合、前述のように方向変換機構により蓋部材１２０が完全には開放されない場合
でも、蓋部材１２０を容易に開放することができる。しかも、蓋部材１２０を開放する手
指が凸部１２２によりカバーされるので、その手指が生化学物質により汚染されることを
有効に防止できる。
【００７１】
　また、図１１に例示する生化学容器２６０のように、蓋部材２６１の円環部２６２の上
部に強固な円筒状の係合部２６３を形成し、下部に多段のシール状の気密部２６４を形成
してもよい。
【００７２】
　この場合、気密部２６４により蓋部材２６１の密閉性を確保することができる。それで
いて、方向変換機構１５０による変位の距離ｂより係合部２６３の全高ａを小さくしてお
くことにより、係合部２６３による係合を方向変換機構１５０で容易に解除することがで
きる。このため、蓋部材２６１の密閉性を確保しながら、方向変換機構１５０により蓋部
材２６１を完全に開放することができる。
【００７３】
　さらに、図１２に例示する生化学容器２７０のように、蓋部材２７１の円環部２７２の
下端規模の外周面に断面形状が三角形の凹部２７３を形成しておき、この凹部２７３に係
合する凸部２７４を容器部材２７５の内周面に形成しておいてもよい。
【００７４】
　この場合、充分な全高の円環部２７２により蓋部材２７１の密閉性を確保することがで
きる。それでいて、方向変換機構１５０による変位の距離ｂより凹部２７３と凸部２７４
との係合解除に必要な変位ｃを小さくしておくことにより、凹部２７３と凸部２７４との
係合を方向変換機構１５０で容易に解除することができる。このため、蓋部材２７１の密
閉性を確保しながら、方向変換機構１５０により蓋部材２７１を完全に開放することがで
きる。
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【００７５】
　また、上記形態ではヒンジ機構１３０とは逆側に方向変換機構１５０が位置することに
より、一個の方向変換機構１５０で蓋部材１２０の一端を変位させて開放させることを例
示した。
【００７６】
　しかし、図１３に例示する生化学容器２８０のように、一対の方向変換機構１５０を左
右に形成してもよい。この場合、例えば、片手で容器本体１１１を把持した状態で、一対
の開放補助部材１４０を親指と人差指とで両側から押圧することにより、一対の方向変換
機構１５０により蓋部材１２０の左右縁部を同時に上方に変位させて開放することができ
る。
【００７７】
　この場合も、図２に示した凸部１２２と同様に、蓋部材１２０の開放補助部材１４０を
反対の片手の手指で把持することができる。従って、蓋部材１２０を開放する手指が生化
学物質により汚染されることを、開放補助部材１４０をカバーとして防止することができ
る。
【００７８】
　このため、汚染された手指により生化学容器２８０や生化学物質が汚染されることや、
蓋部材１２０の開放操作時の手指表面からの落下物で容器部材１１０の内部の生化学物質
が汚染されることなども防止できる。
【００７９】
　さらに、上記形態では上記形態では蓋部材１２０に連結されている開放補助部材１４０
の下端部１４１と、容器部材１１０の凸部１６２の上半部と、が当接して変位することで
方向変換機構１５０が実現されていることを例示した。
【００８０】
　しかし、図１４に例示する生化学容器２９０のように、外側に円弧状に湾曲した開放補
助部材２９１の一端を蓋部材２９２と容器本体２９３との一方に連結しておき、他端を他
方の凸部２９４などに係合させることで、方向変換機構２９５を実現してもよい。
【００８１】
　この場合、図１４(ｂ)に示すように、円弧状に湾曲した開放補助部材２９１は外側から
押圧されると伸張するので、この伸張により蓋部材２９２を容器本体２９３から離間させ
て開放することができる。
【００８２】
　なお、当然ながら、上述した実施の形態および複数の変形例は、その内容が相反しない
範囲で組み合わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の実施の形態の生化学容器の構造を示す模式的な縦断側面図である。
【図２】生化学容器の外観を示す斜視図である。
【図３】生化学容器の要部を拡大した模式的な縦断側面図である。
【図４】一変形例の生化学容器の要部を拡大した模式的な縦断側面図である。
【図５】他の変形例の生化学容器の要部を拡大した模式的な縦断側面図である。
【図６】他の変形例の生化学容器の要部を拡大した模式的な縦断側面図である。
【図７】さらに他の変形例の生化学容器の要部を拡大した模式的な縦断側面図である。
【図８】さらに他の変形例の生化学容器の要部を拡大した模式的な縦断側面図である。
【図９】さらに他の変形例の生化学容器の要部を拡大した模式的な縦断側面図である。
【図１０】さらに他の変形例の生化学容器の要部を拡大した模式的な縦断側面図である。
【図１１】さらに他の変形例の生化学容器の要部を拡大した模式的な縦断側面図である。
【図１２】さらに他の変形例の生化学容器の要部を拡大した模式的な縦断側面図である。
【図１３】さらに他の変形例の生化学容器の要部を示す斜視図である。
【図１４】さらに他の変形例の生化学容器の要部を拡大した模式的な縦断側面図である。
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【符号の説明】
【００８４】
　１００　　生化学容器
　１１０　　容器部材
　１１１　　容器本体
　１２０　　蓋部材
　１２１　　円環部
　１２２　　凸部
　１３０　　ヒンジ機構
　１４０　　開放補助部材
　１４１　　下端部
　１５０　　方向変換機構
　１６０　　蓋ユニット
　１６１　　枠状部材
　１６２　　凸部
　１６４　　凹部
　２００　　生化学容器
　２０１　　斜面
　２０２　　容器部材
　２０３　　開放補助部材
　２０４　　方向変換機構
　２１０　　生化学容器
　２１１　　斜面
　２１２　　開放補助部材
　２１３　　容器部材
　２１４　　凸部
　２１５　　方向変換機構
　２２０　　生化学容器
　２２１　　斜面
　２２２　　蓋部材
　２２３　　容器部材
　２２４　　開放補助部材
　２２５　　方向変換機構
　２３０　　生化学容器
　２３１　　斜面
　２３２　　容器部材
　２３３　　開放補助部材
　２３４　　蓋部材
　２３５　　凸部
　２３６　　方向変換機構
　２４０　　生化学容器
　２４１　　容器部材
　２４２　　蓋部材
　２４３　　ヒンジ機構
　２５０　　生化学容器
　２５１　　容器本体
　２５２　　蓋ユニット
　２５３　　枠状部材
　２５４　　蓋部材
　２６０　　生化学容器
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　２６１　　蓋部材
　２６２　　円環部
　２６３　　係合部
　２６４　　気密部
　２７０　　生化学容器
　２７１　　蓋部材
　２７２　　円環部
　２７３　　凹部
　２７４　　凸部
　２７５　　容器部材
　２８０　　生化学容器
　２９０　　生化学容器
　２９１　　開放補助部材
　２９２　　蓋部材
　２９３　　容器本体
　２９４　　凸部
　２９５　　方向変換機構
　ａ　　全高
　ｂ　　距離

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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